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公  示 

 

漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第１項の規定による漁業

共済加入区の設定を次のように定める。 

平成３１年４月２３日付け漁業共済加入区の設定（最終改正令和５年４月２４日）

は廃止する。 

令和６年４月２３日 

香川県知事 池 田 豊 人 

 

 

小割り式１年魚はまち養殖業 

加入区の名称 区              域 

１年魚はまち第 3 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 4 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 141 加入区 区第 409 号漁業権の漁場の区域及び区第 410 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 177 加入区 区第 416 号漁業権の漁場の区域、区第 419 号漁業権の漁場の区域及

び第 420 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 333 加入区 区第 430 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 460 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 665 加入区 区第 435 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 500 加入区 区第 436 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 457 加入区 区第 437 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 453 加入区 区第 438 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 444 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 443 加入区 区第 440 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 458 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 456 加入区 区第 442 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 454 加入区 区第 443 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 451 加入区 区第 444 号漁業権の漁場の区域 

１年魚はまち第 462 加入区 区第 446 号漁業権の漁場の区域 

小割り式２年魚はまち養殖業 

加入区の名称 区              域 

２年魚はまち第1004加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

２年魚はまち第1012加入区 区第 402 号漁業権の漁場の区域のうち、点ヘレを結ぶ線上点レから

ヘの方向へ5 0 0メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ａ

から真方位1 3 3度4 5分の方向へ3 0 0メートルのところを点ｂとし（ 
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以下同じ。）、点チタを結ぶ線との交差点を点ｆとし（以下同

じ。）、点ｆから真方位313度4 5分の方向へ250メートルのところを

点ｅとし（以下同じ。）、点ｂから真方位2 2 3度4 5分の方向へ2 5 0

メートルのところを点ｃとし（以下同じ。）、点ｅから真方位223

度4 5分の方向へ250メートルのところを点ｄとし（以下同じ。）、

ｆチ、チリ、リヌ、ヌル、ルヲ、ヲカ、カワ、ワヘ、ヘａ、ａｂ、

ｂｃ、ｃｄ、ｄｅ、ｅｆの１４直線に囲まれた区域 

２年魚はまち第1015加入区 区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 402 号漁業権の漁場の区域

のうち、タｆ、ｆｅ、ｅｄ、ｄｃ、ｃｂ、ｂａ、ａレ、レタの 8 直

線に囲まれた区域 

２年魚はまち第1016加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域 

２年魚はまち第1141加入区 区第 410 号漁業権の漁場の区域 

２年魚はまち第1142加入区 区第 409 号漁業権の漁場の区域 

２年魚はまち第1176加入区 区第 416 号漁業権の漁場の区域、区第 419 号漁業権の漁場の区域及

び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

２年魚はまち第1222加入区 区第 412 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点か

ら点イの方向へ 5 メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、

点ニハを結ぶ線の中間点から点ハの方向へ 5 メートルのところを

点ｂとし（以下同じ。）、ロハ、ハｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲

まれた区域 

２年魚はまち第1223加入区 区第 411 号漁業権の漁場の区域、区第 413 号漁業権の漁場の区域の

うち、点ハニを結ぶ線の中間点から点ハの方向へ 5 メートルのとこ

ろを点ａとし（以下同じ。）、点ロイを結ぶ線の中間点から点イの

方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ニイ、イ

ｂ、ｂａ、ａニの４直線に囲まれた区域、区第 414 号漁業権の漁場

の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5 メート

ルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中間点か

ら点ハの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ロ

ハ、ハｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第 415 号漁業権

の漁場の区域及び区第 423 号漁業権の漁場の区域のうち、点ホイを

結ぶ線の中間点を点ａとし（以下同じ。）、点ヘニを結ぶ線の中間

点を点ｂとし（以下同じ。）ヘｂ、ｂａ、ａホ、ホヘの４直線に囲

まれた区域 

２年魚はまち第1252加入区 区第 412 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの

４直線に囲まれた区域 

２年魚はまち第1253加入区 区第 413 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂロ、ロハ、ハａの

４直線に囲まれた区域、区第 414 号漁業権の漁場の区域のうち、ａ

ｂ、ｂニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた区域及び区第 423 号漁業

権の漁場の区域のうち、ｂニ、ニイ、イａ、ａｂの４直線に囲まれ
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た区域 

２年魚はまち第1284加入区 区第 424 号漁業権の漁場の区域のうち、点ロハを結ぶ線の中間点を

点ａとし（以下同じ。）、点イニを結ぶ線の中間点を点ｂとし（以

下同じ。）、ハニ、ニｂ、ｂａ、ａハの４直線に囲まれた区域 

２年魚はまち第1285加入区 区第 424 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂイ、イロ、ロａの

４直線に囲まれた区域 

２年魚はまち第1286加入区 区第 427 号漁業権の漁場の区域のうち、点リヲを結ぶ線上点リから

点ヲの方向へ3 5 0メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点

チトを結ぶ線上点チから点トの方向へ3 5 0メートルのところを点ｂ

とし（以下同じ。）、ａリ、リチ、チｂ、ｂａの４直線に囲まれた

区域及び区第 430 号漁業権の漁場の区域のうち、点ニホを結ぶ線の

中間点を点ａとし（以下同じ。）、点ホヘを結ぶ線上点ホから点ヘ

の方向へ 130 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、点ヘト

を結ぶ線の中間点を点ｄとし（以下同じ。）、点ａｄを結ぶ線上点

ａから点ｄの方向へ 130 メートルのところを点ｃとし（以下同

じ。）、ニホ、ホｂ、ｂｃ、ｃｄ、ｄト、トニの６直線に囲まれた

区域 

２年魚はまち第1287加入区 区第 427 号漁業権の漁場の区域のうち、ヲａ、ａｂ、ｂト、トヘ、

ヘホ、ホヲの６直線に囲まれた区域 

２年魚はまち第1288加入区 区第 425 号漁業権の漁場の区域のうち、点イニを結ぶ線の中間点を

点ａとし（以下同じ。）、点ロハを結ぶ線の中間点を点ｂとし（以

下同じ。）、イロ、ロｂ、ｂａ、ａイの４直線に囲まれた区域、区

第 426 号漁業権の漁場の区域のうち、ハニ、ニイ、イロ、ロハの４

直線に囲まれた区域及び区第 432 号漁業権の漁場の区域のうち、点

ヘニを結ぶ線の中間点を点ａとし（以下同じ。）点ホハを結ぶ線の

中間点を点ｂとし（以下同じ。）、ａニ、ニハ、ハｂ、ｂａの４直

線に囲まれた区域 

２年魚はまち第1289加入区 区第 425 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂハ、ハニ、ニａ、

の４直線に囲まれた区域及び区第 426 号漁業権の漁場の区域のう

ち、ロイ、イホ、ホヘ、ヘロの４直線に囲まれた区域、区第 432 号

漁業権の漁場の区域のうち、ヘａ、ａｂ、ｂホ、ホヘの４直線に囲

まれた区域及び区第 430 号漁業権の漁場の区域のうち、ｂヘ、ヘ

ｄ、ｄｃ、ｃｂの４直線に囲まれた区域 

２年魚はまち第1381加入区 区第 433 号漁業権の漁場の区域 

２年魚はまち第1443加入区 区第 440 号漁業権の漁場の区域 

２年魚はまち第1444加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

２年魚はまち第1451加入区 区第 444 号漁業権の漁場の区域 

２年魚はまち第1456加入区 区第 442 号漁業権の漁場の区域 

２年魚はまち第1457加入区 区第 437 号漁業権の漁場の区域 
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２年魚はまち第1460加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域のうち、点Ｂから真方位１０度の線

と牛ヶ首西岸の最大高潮時海岸線との北側交差点を点ａとし（以下

同じ。）、南側交差点を点ｂとし（以下同じ。）、ａｂの１直線と

点ａから点ｂまでの最大高潮時海岸線に囲まれた区域 

２年魚はまち第1461加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域のうち、Ａイ、イロ、ロＢの３直線

と点Ｂから点ｂまでの最大高潮時海岸線とｂａの１直線と点ａから

点Ａまでの最大高潮時海岸線に囲まれた区域 

２年魚はまち第1500加入区 区第 436 号漁業権の漁場の区域 

２年魚はまち第1501加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線上点イから

点ロの方向へ2 0 0メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点

ＨＦを結ぶ線上点Ｈから点Ｆの方向へ 200 メートルのところを点ｂ

とし（以下同じ。）、Ｆｂ、ｂａ、ａロ、ロＥの４直線と点Ｅから

点Ｆまでの最大高潮時海岸線に囲まれた区域 

２年魚はまち第1502加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域のうち、Ｇイ、イａ、ａｂ、ｂＨの

４直線と点Ｈから点Ｇまでの最大高潮時海岸線に囲まれた区域 

２年魚はまち第1503加入区 区第 443 号漁業権の漁場の区域 

２年魚はまち第1505加入区 区第 438 号漁業権の漁場の区域のうち、点ロＣを結ぶ線の中間点を

点ａとし（以下同じ。）、点ａから西方向に点ＣＢを結ぶ線との平

行線と最大高潮時海岸線との交差点を点ｂとし（以下同じ。）、ｂ

ａ、ａＣ、ＣＢの３直線と点Ｂから点ｂまでの最大高潮時海岸線に

囲まれた区域 

２年魚はまち第1506加入区 区第 438 号漁業権の漁場の区域のうち、Ａロ、ロａ、ａｂの３直線

と点Ａから点ｂまでの最大高潮時海岸線に囲まれた区域 

２年魚はまち第1507加入区 区第 446 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線上点イから

点ロの方向へ1 7 0メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点

ニハを結ぶ線上点ニから点ハの方向へ1 3 0メートルのところを点ｂ 

とし（以下同じ。）、イａ、ａｂ、ｂニ、ニイの４直線に囲まれた 

区域 

２年魚はまち第1508加入区 区第 446 号漁業権の漁場の区域のうち、ａロ、ロハ、ハｂ、ｂａの

４直線に囲まれた区域 

２年魚はまち第1665加入区 区第 435 号漁業権の漁場の区域 

２年魚はまち第1723加入区 区第 456 号漁業権の漁場の区域 

２年魚はまち第1880加入区 区第 461 号漁業権の漁場の区域 

小割り式３年魚はまち養殖業 

加入区の名称 区              域 

３年魚はまち第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 141 加入区 区第 409 号漁業権の漁場の区域及び区第 410 号漁業権の漁場の区域 
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３年魚はまち第 176 加入区 区第 416 号漁業権の漁場の区域、区第 419 号漁業権の漁場の区域及

び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第222加入区 区第 411 号漁業権の漁場の区域、区第 412 号漁業権の漁場の区域の

うち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5 メートルのとこ

ろを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中間点から点ハの

方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ロハ、ハ

ｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第 413 号漁業権の漁場

の区域のうち、点ハニを結ぶ線の中間点から点ハの方向へ 5 メート

ルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ロイを結ぶ線の中間点か

ら点イの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ニ

イ、イｂ、ｂａ、ａニの４直線に囲まれた区域、区第 414 号漁業権

の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5

メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中

間点から点ハの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同

じ。）、ロハ、ハｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第

415 号漁業権の漁場の区域及び区第 423 号漁業権の漁場の区域のう

ち、点ホイを結ぶ線の中間点を点ａとし（以下同じ。）、点ヘニを

結ぶ線の中間点を点ｂとし（以下同じ。）ヘｂ、ｂａ、ａホ、ホヘ

の４直線に囲まれた区域 

３年魚はまち第252加入区 区第 412 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの

４直線に囲まれた区域、区第 413 号漁業権の漁場の区域のうち、ａ

ｂ、ｂロ、ロハ、ハａの４直線に囲まれた区域、区第 414 号漁業権

の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた

区域及び区第 423 号漁業権の漁場の区域のうち、ｂニ、ニイ、イ

ａ、ａｂの４直線に囲まれた区域 

３年魚はまち第 288 加入区 区第 424 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 289 加入区 区第 425 号漁業権の漁場の区域、区第 426 号漁業権の漁場の区域、

区第 427 号漁業権の漁場の区域、区第 432 号漁業権の漁場の区域及

び区第 430 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 443 加入区 区第 440 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 444 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 451 加入区 区第 444 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 453 加入区 区第 438 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 454 加入区 区第 443 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 456 加入区 区第 442 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 457 加入区 区第 437 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 458 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 460 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 462 加入区 区第 446 号漁業権の漁場の区域 
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３年魚はまち第 500 加入区 区第 436 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 665 加入区 区第 435 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 723 加入区 区第 456 号漁業権の漁場の区域 

３年魚はまち第 766 加入区 区第 461 号漁業権の漁場の区域 

小割り式１年魚たい養殖業 

加入区の名称 区              域 

１年魚たい第 2 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 403 号漁業権の漁場の区域、 

区第 404 号漁業権の漁場の区域及び区第 405 号漁業権の漁場の区域 

１年魚たい第 3 加入区 区第 402 号漁業権の漁場の区域 

１年魚たい第 176 加入区 区第 416 号漁業権の漁場の区域、区第 417 号漁業権の漁場の区

域、区第 419 号漁業権の漁場の区域、区第 418 号漁業権の漁場の

区域及び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

小割り式２年魚たい養殖業 

加入区の名称 区              域 

２年魚たい第 2 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 403 号漁業権の漁場の区域、 

区第 404 号漁業権の漁場の区域及び区第 405 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 3 加入区 区第 402 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 71 加入区 区第 406 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 72 加入区 区第 407 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 141 加入区 区第 410 号漁業権の漁場の区域及び区第 411 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 176 加入区 区第 416 号漁業権の漁場の区域、区第 417 号漁業権の漁場の区域、

区第 419 号漁業権の漁場の区域、区第 418 号漁業権の漁場の区域及

び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 223 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 226 加入区 区第 415 号漁業権の漁場の区域、区第 412 号漁業権の漁場の区域の

うち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5 メートルのと

ころを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中間点から点

ハの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ロ

ハ、ハｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第 413 号漁業

権の漁場の区域のうち、点ハニを結ぶ線の中間点から点ハの方向

へ 5 メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ロイを結ぶ

線の中間点から点イの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以

下同じ。）、ニイ、イｂ、ｂａ、ａニの４直線に囲まれた区域及

び区第 414 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間

点から点イの方向へ 5 メートルのところを点ａとし（以下同

じ。）、点ニハを結ぶ線の中間点から点ハの方向へ 5 メートルの

ところを点ｂとし（以下同じ。）、ロハ、ハｂ、ｂａ、ａロの４

直線に囲まれた区域 

２年魚たい第 254 加入区 区第 421 号漁業権の漁場の区域、区第 412 号漁業権の漁場の区域の
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うち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた区域、区第

413 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂロ、ロハ、ハａの４

直線に囲まれた区域及び区第 414 号漁業権の漁場の区域のうち、

ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた区域 

２年魚たい第 281 加入区 区第 424 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 283 加入区 区第 427 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 286 加入区 区第 425 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 291 加入区 区第 431 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 292 加入区 区第 432 号漁業権の漁場の区域のうち、旧屋島養魚南防波堤基部

から海岸沿い南東へ 50 メートルのところを点Ｇとし（以下同

じ。）、庵治町兜島西端を点Ｈとし（以下同じ。）、ＧからＨ見

通し線と点ヘニを結ぶ線との交差点を点ａとし（以下同じ。）、

ＧからＨ見通し線と点ホハを結ぶ線との交差点を点ｂとし（以下

同じ。）、ａニ、ニハ、ハｂ、ｂａの４直線に囲まれた区域 

２年魚たい第 293 加入区 区第 432 号漁業権の漁場の区域のうち、ヘａ、ａｂ、ｂホ、ホヘ

の４直線に囲まれた区域 

２年魚たい第 297 加入区 区第 430 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 440 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 443 加入区 区第 440 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 444 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 860 加入区 区第 460 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 871 加入区 区第 461 号漁業権の漁場の区域 

２年魚たい第 891 加入区 区第 462 号漁業権の漁場の区域 

小割り式３年魚たい養殖業 

加入区の名称 区              域 

３年魚たい第 2 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 403 号漁業権の漁場の区域、 

区第 404 号漁業権の漁場の区域及び区第 405 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 3 加入区 区第 402 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 71 加入区 区第 406 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 72 加入区 区第 407 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 141 加入区 区第 410 号漁業権の漁場の区域及び区第 411 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 176 加入区 区第 416 号漁業権の漁場の区域、区第 417 号漁業権の漁場の区域、

区第 419 号漁業権の漁場の区域、区第 418 号漁業権の漁場の区域及

び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 223 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 226 加入区 区第 415 号漁業権の漁場の区域、区第 412 号漁業権の漁場の区域の

うち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5 メートルのと

ころを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中間点から点

ハの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ロ
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ハ、ハｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第 413 号漁業

権の漁場の区域のうち、点ハニを結ぶ線の中間点から点ハの方向

へ 5 メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ロイを結ぶ

線の中間点から点イの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以

下同じ。）、ニイ、イｂ、ｂａ、ａニの４直線に囲まれた区域及

び区第 414 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間

点から点イの方向へ 5 メートルのところを点ａとし（以下同

じ。）、点ニハを結ぶ線の中間点から点ハの方向へ 5 メートルの

ところを点ｂとし（以下同じ。）、ロハ、ハｂ、ｂａ、ａロの４

直線に囲まれた区域 

３年魚たい第 254 加入区 区第 421 号漁業権の漁場の区域、区第 412 号漁業権の漁場の区域の

うち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた区域、区第 413

号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂロ、ロハ、ハａの４直線に

囲まれた区域及び区第 414 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂ

ニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた区域 

３年魚たい第 281 加入区 区第 424 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 283 加入区 区第 427 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 286 加入区 区第 425 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 291 加入区 区第 431 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 292 加入区 区第 432 号漁業権の漁場の区域のうち、旧屋島養魚南防波堤基部

から海岸沿い南東へ 50 メートルのところを点Ｇとし（以下同

じ。）、庵治町兜島西端を点Ｈとし（以下同じ。）、ＧからＨ見

通し線と点ヘニを結ぶ線との交差点を点ａとし（以下同じ。）、

ＧからＨ見通し線と点ホハを結ぶ線との交差点を点ｂとし（以下

同じ。）、ａニ、ニハ、ハｂ、ｂａの４直線に囲まれた区域 

３年魚たい第 293 加入区 区第 432 号漁業権の漁場の区域のうち、ヘａ、ａｂ、ｂホ、ホヘ

の４直線に囲まれた区域 

３年魚たい第 297 加入区 区第 430 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 440 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 443 加入区 区第 440 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 472 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域のうち、点Ｊイを結ぶ線の中間点を 

点ホとし（以下同じ。）、点Ｉから南方向に点Ｊイを結ぶ線との平

行線と点イロを結ぶ線の交差点を点へとし（以下同じ。）、点Ｉへ

を結ぶ線の中間点を点トとし（以下同じ。）、ホト、トＩ、ＩＪ、

Ｊホの４直線に囲まれた区域 

３年魚たい第 473 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域のうち、イロ、ロハ、ハニ、ニＩ、 

Ｉト、トホ、ホイの７直線に囲まれた区域 

３年魚たい第 860 加入区 区第 460 号漁業権の漁場の区域 

３年魚たい第 872 加入区 区第 461 号漁業権の漁場の区域 
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３年魚たい第 891 加入区 区第 462 号漁業権の漁場の区域 

小割り式１年魚ふぐ養殖業 

加入区の名称 区              域 

１年魚ふぐ第 71 加入区 区第 406 号漁業権の漁場の区域 

１年魚ふぐ第 441 加入区 区第 445 号漁業権の漁場の区域及び区第 447 号漁業権の漁場の区

域 

１年魚ふぐ第 712 加入区 区第 453 号漁業権の漁場の区域及び区第 452 号漁業権の漁場の区域 

小割り式２年魚ふぐ養殖業 

加入区の名称 区              域 

２年魚ふぐ第 1 加入区 区第 404 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 2 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 3 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 71 加入区 区第 406 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 72 加入区 区第 407 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 173 加入区 区第 417 号漁業権の漁場の区域、区第 419 号漁業権の漁場の区域、

区第 418 号漁業権の漁場の区域及び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 220 加入区 区第 412 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点か

ら点イの方向へ 5 メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点

ニハを結ぶ線の中間点から点ハの方向へ 5 メートルのところを点ｂ

とし（以下同じ。）、ロハ、ハｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた

区域 

２年魚ふぐ第 221 加入区 区第 413 号漁業権の漁場の区域のうち、点ハニを結ぶ線の中間点か

ら点ハの方向へ 5 メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点

ロイを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5 メートルのところを点ｂ

とし（以下同じ。）、ニイ、イｂ、ｂａ、ａ二の４直線に囲まれた

区域 

２年魚ふぐ第 222 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線上点ロから

点イの方向へ2 6 0メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、

1 2 5メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線 

上点ハから点ニの方向へ2 6 0メートルのところを点ｃとし（以下同

じ。）、1 1 5メートルのところを点ｄとし（以下同じ。）、ａｃ、 

ｃニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた区域 

２年魚ふぐ第 250 加入区 区第 412 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの 

４直線に囲まれた区域 

２年魚ふぐ第 251 加入区 区第 413 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂロ、ロハ、ハａの

４直線に囲まれた区域 

２年魚ふぐ第 252 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、ハｄ、ｄｂ、ｂロ、ロハの

４直線に囲まれた区域 

２年魚ふぐ第 253 加入区 区第 421 号漁業権の漁場の区域 
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２年魚ふぐ第 280 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、ｄｃ、ｃａ、ａｂ、ｂｄの

４直線に囲まれた区域 

２年魚ふぐ第 281 加入区 区第 424 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 282 加入区 区第 427 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 351 加入区 区第 432 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 390 加入区 区第 433 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 441 加入区 区第 445 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 442 加入区 区第 443 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 444 加入区 区第 440 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 445 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 446 加入区 区第 437 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 447 加入区 区第 436 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 448 加入区 区第 438 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 449 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 450 加入区 区第 444 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 454 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域のうち、点Ｂから真方位１５度の線

と牛ケ首西岸の最大高潮時海岸線との北側交差点を点ａとし（以下

同じ。）、南側交差点を点ｂとし（以下同じ。）、ａｂの１直線と

点ａから点ｂまでの最大高潮時海岸線に囲まれた区域 

２年魚ふぐ第 455 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域のうち、Ａイ、イロ、ロＢの３直線

と点Ｂから点ｂまでの最大高潮時海岸線とｂａの１直線と点ａから

点Ａまでの最大高潮時海岸線に囲まれた区域 

２年魚ふぐ第 695 加入区 区第 450 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 710 加入区 区第 451 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 712 加入区 区第 453 号漁業権の漁場の区域のうち、点ロハを結ぶ線の中間点を

点ａとし（以下同じ。）、点イニを結ぶ線の中間点を点ｂとし（以

下同じ。）、ロａ、ａｂ、ｂイ、イロの４直線に囲まれた区域及び

区第 452 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点を

点ａとし（以下同じ。）、点ハニを結ぶ線の中間点を点ｂとし（以

下同じ。）、イａ、ａｂ、ｂニ、ニイの４直線に囲まれた区域 

２年魚ふぐ第 713 加入区 区第 453 号漁業権の漁場の区域のうち、ａハ、ハニ、ニｂ、ｂａの

４直線に囲まれた区域及び区第 452 号漁業権の漁場の区域のうち、

ａロ、ロハ、ハｂ、ｂａの４直線に囲まれた区域 

２年魚ふぐ第 750 加入区 区第 455 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 753 加入区 区第 456 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 860 加入区 区第 460 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 886 加入区 区第 461 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 900 加入区 区第 462 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ふぐ第 950 加入区 区第 464 号漁業権の漁場の区域 
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小割り式３年魚ふぐ養殖業 

加入区の名称 区              域 

３年魚ふぐ第 1 加入区 区第 404 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 2 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 3 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 71 加入区 区第 406 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 72 加入区 区第 407 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 173 加入区 区第 417 号漁業権の漁場の区域、区第 419 号漁業権の漁場の区域、

区第 418 号漁業権の漁場の区域及び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 220 加入区 区第 412 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点か

ら点イの方向へ 5 メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点

ニハを結ぶ線の中間点から点ハの方向へ 5 メートルのところを点ｂ

とし（以下同じ。）、ロハ、ハｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた

区域 

３年魚ふぐ第 221 加入区 区第 413 号漁業権の漁場の区域のうち、点ハニを結ぶ線の中間点か

ら点ハの方向へ 5 メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点

ロイを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5 メートルのところを点ｂ

とし（以下同じ。）、ニイ、イｂ、ｂａ、ａ二の４直線に囲まれた

区域 

３年魚ふぐ第 222 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線上点ロから

点イの方向へ2 6 0メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、

1 2 5メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、点ニハを結線 

上点ハから点ニの方向へ2 6 0メートルのところを点ｃとし（以下同

じ。）、1 1 5メートルのところを点ｄとし（以下同じ。）、ａｃ、 

ｃニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた区域 

３年魚ふぐ第 250 加入区 区第 412 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの 

４直線に囲まれた区域 

３年魚ふぐ第 251 加入区 区第 413 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂロ、ロハ、ハａの

４直線に囲まれた区域 

３年魚ふぐ第 252 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、ハｄ、ｄｂ、ｂロ、ロハの

４直線に囲まれた区域 

３年魚ふぐ第 253 加入区 区第 421 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 280 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、ｄｃ、ｃａ、ａｂ、ｂｄの

４直線に囲まれた区域 

３年魚ふぐ第 281 加入区 区第 424 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 282 加入区 区第 427 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 351 加入区 区第 432 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 390 加入区 区第 433 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 441 加入区 区第 445 号漁業権の漁場の区域 



12 

 

３年魚ふぐ第 442 加入区 区第 443 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 444 加入区 区第 440 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 445 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 446 加入区 区第 437 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 447 加入区 区第 436 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 448 加入区 区第 438 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 449 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 450 加入区 区第 444 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 454 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域のうち、点Ｂから真方位１５度の線

と牛ケ首西岸の最大高潮時海岸線との北側交差点を点ａとし（以下

同じ。）、南側交差点を点ｂとし（以下同じ。）、ａｂの１直線と

点ａから点ｂまでの最大高潮時海岸線に囲まれた区域 

３年魚ふぐ第 455 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域のうち、Ａイ、イロ、ロＢの３直線

と点Ｂから点ｂまでの最大高潮時海岸線とｂａの１直線と点ａから

点Ａまでの最大高潮時海岸線に囲まれた区域 

３年魚ふぐ第 695 加入区 区第 450 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 710 加入区 区第 451 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 712 加入区 区第 453 号漁業権の漁場の区域のうち、点ロハを結ぶ線の中間点を

点ａとし（以下同じ。）、点イニを結ぶ線の中間点を点ｂとし（以

下同じ。）、ロａ、ａｂ、ｂイ、イロの４直線に囲まれた区域及び

区第 452 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点を

点ａとし（以下同じ。）、点ハニを結ぶ線の中間点を点ｂとし（以

下同じ。）、イａ、ａｂ、ｂニ、ニイの４直線に囲まれた区域 

３年魚ふぐ第 713 加入区 区第 453 号漁業権の漁場の区域のうち、ａハ、ハニ、ニｂ、ｂａの

４直線に囲まれた区域及び区第 452 号漁業権の漁場の区域のうち、

ａロ、ロハ、ハｂ、ｂａの４直線に囲まれた区域 

３年魚ふぐ第 753 加入区 区第 456 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 860 加入区 区第 460 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 886 加入区 区第 461 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 900 加入区 区第 462 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ふぐ第 950 加入区 区第 464 号漁業権の漁場の区域 

小割り式１年魚かんぱち養殖業 

加入区の名称 区              域 

１年魚かんぱち第 3 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

１年魚かんぱち第 4 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

１年魚かんぱち第 141 加入区 区第 409 号漁業権の漁場の区域及び区第 410 号漁業権の漁場の区域 

１年魚かんぱち第 176 加入区 区第 416 号漁業権の漁場の区域、区第 419 号漁業権の漁場の区域及

び区第 420 号漁業権の漁場の区域 
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１年魚かんぱち第 222 加入区 区第 411 号漁業権の漁場の区域、区第 412 号漁業権の漁場の区域の

うち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5 メートルのとこ

ろを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中間点から点ハの

方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ロハ、ハ

ｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第 413 号漁業権の漁場

の区域のうち、点ハニを結ぶ線の中間点から点ハの方向へ 5 メート

ルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ロイを結ぶ線の中間点か

ら点イの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ニ

イ、イｂ、ｂａ、ａニの４直線に囲まれた区域、区第 414 号漁業権

の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5

メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中

間点から点ハの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同

じ。）、ロハ、ハｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第

415 号漁業権の漁場の区域及び区第 423 号漁業権の漁場の区域のう

ち、点ホイを結ぶ線の中間点を点ａとし（以下同じ。）、点ヘニを

結ぶ線の中間点を点ｂとし（以下同じ。）ヘｂ、ｂａ、ａホ、ホヘ

の４直線に囲まれた区域 

１年魚かんぱち第 252 加入区 区第 412 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの

４直線に囲まれた区域、区第 413 号漁業権の漁場の区域のうち、ａ

ｂ、ｂロ、ロハ、ハａの４直線に囲まれた区域、区第 414 号漁業権

の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた

区域及び区第 423 号漁業権の漁場の区域のうち、ｂニ、ニイ、イ

ａ、ａｂの４直線に囲まれた区域 

１年魚かんぱち第 333 加入区 区第 430 号漁業権の漁場の区域 

小割り式２年魚かんぱち養殖業 

加入区の名称 区              域 

２年魚かんぱち第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 141 加入区 区第 410 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 142 加入区 区第 409 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 176 加入区 区第 416 号漁業権の漁場の区域、区第 419 号漁業権の漁場の区域及

び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 222 加入区 区第 411 号漁業権の漁場の区域、区第 412 号漁業権の漁場の区域の

うち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5 メートルのとこ

ろを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中間点から点ハの

方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ロハ、ハ

ｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第 413 号漁業権の漁場

の区域のうち、点ハニを結ぶ線の中間点から点ハの方向へ 5 メート
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ルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ロイを結ぶ線の中間点か

ら点イの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ニ

イ、イｂ、ｂａ、ａニの４直線に囲まれた区域、区第 414 号漁業権

の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5

メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中

間点から点ハの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同

じ。）、ロハ、ハｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第

415 号漁業権の漁場の区域及び区第 423 号漁業権の漁場の区域のう

ち、点ホイを結ぶ線の中間点を点ａとし（以下同じ。）、点ヘニを

結ぶ線の中間点を点ｂとし（以下同じ。）ヘｂ、ｂａ、ａホ、ホヘ

の４直線に囲まれた区域 

２年魚かんぱち第 252 加入区 区第 412 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの

４直線に囲まれた区域、区第 413 号漁業権の漁場の区域のうち、ａ

ｂ、ｂロ、ロハ、ハａの４直線に囲まれた区域、区第 414 号漁業権

の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた

区域及び区第 423 号漁業権の漁場の区域のうち、ｂニ、ニイ、イ

ａ、ａｂの４直線に囲まれた区域 

２年魚かんぱち第 288 加入区 区第 424 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 289 加入区 区第 425 号漁業権の漁場の区域、区第 426 号漁業権の漁場の区域、

区第 427 号漁業権の漁場の区域、区第 432 号漁業権の漁場の区域及

び区第 430 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 338 加入区 区第 431 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 382 加入区 区第 433 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 443 加入区 区第 440 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 444 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 451 加入区 区第 444 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 454 加入区 区第 443 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 456 加入区 区第 442 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 458 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 460 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 462 加入区 区第 437 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 463 加入区 区第 438 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 464 加入区 区第 446 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 664 加入区 区第 435 号漁業権の漁場の区域及び区第 436 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 723 加入区 区第 456 号漁業権の漁場の区域 

２年魚かんぱち第 766 加入区 区第 461 号漁業権の漁場の区域 

小割り式３年魚かんぱち養殖業 

加入区の名称 区              域 

３年魚かんぱち第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 
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区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 141 加入区 区第 409 号漁業権の漁場の区域及び区第 410 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 176 加入区 区第 416 号漁業権の漁場の区域、区第 419 号漁業権の漁場の区域及

び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 222 加入区 区第 411 号漁業権の漁場の区域、区第 412 号漁業権の漁場の区域の

うち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5 メートルのとこ

ろを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中間点から点ハの

方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ロハ、ハ

ｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第 413 号漁業権の漁場

の区域のうち、点ハニを結ぶ線の中間点から点ハの方向へ 5 メート

ルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ロイを結ぶ線の中間点か

ら点イの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ニ

イ、イｂ、ｂａ、ａニの４直線に囲まれた区域、区第 414 号漁業権

の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5

メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中

間点から点ハの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同

じ。）、ロハ、ハｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第

415 号漁業権の漁場の区域及び区第 423 号漁業権の漁場の区域のう

ち、点ホイを結ぶ線の中間点を点ａとし（以下同じ。）、点ヘニを

結ぶ線の中間点を点ｂとし（以下同じ。）ヘｂ、ｂａ、ａホ、ホヘ

の４直線に囲まれた区域 

３年魚かんぱち第 252 加入区 区第 412 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの

４直線に囲まれた区域、区第 413 号漁業権の漁場の区域のうち、ａ

ｂ、ｂロ、ロハ、ハａの４直線に囲まれた区域、区第 414 号漁業権

の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた

区域及び区第 423 号漁業権の漁場の区域のうち、ｂニ、ニイ、イ

ａ、ａｂの４直線に囲まれた区域 

３年魚かんぱち第 288 加入区 区第 424 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 289 加入区 区第 425 号漁業権の漁場の区域、区第 426 号漁業権の漁場の区域、

区第 427 号漁業権の漁場の区域、区第 432 号漁業権の漁場の区域及

び区第 430 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 443 加入区 区第 440 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 444 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 451 加入区 区第 444 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 453 加入区 区第 438 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 454 加入区 区第 443 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 456 加入区 区第 442 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 457 加入区 区第 437 号漁業権の漁場の区域 
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３年魚かんぱち第 458 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 460 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 462 加入区 区第 446 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 500 加入区 区第 436 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 665 加入区 区第 435 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 723 加入区 区第 456 号漁業権の漁場の区域 

３年魚かんぱち第 766 加入区 区第 461 号漁業権の漁場の区域 

小割り式ひらめ養殖業 

加入区の名称 区              域 

ひらめ第 71 加入区 区第 406 号漁業権の漁場の区域 

ひらめ第 72 加入区 区第 407 号漁業権の漁場の区域 

ひらめ第 221 加入区 区第 412 号漁業権の漁場の区域、区第 415 号漁業権の漁場の区域及

び区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線上点ロか

ら点イの方向へ2 6 0メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、

1 2 5メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線 

上点ハから点ニの方向へ2 6 0メートルのところを点ｃとし（以下同

じ。）、1 1 5メートルのところを点ｄとし（以下同じ。）、ａｃ、 

ｃニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた区域 

ひらめ第 280 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、ｄｃ、ｃａ、ａｂ、ｂｄの

４直線に囲まれた区域 

ひらめ第 287 加入区 区第 425 号漁業権の漁場の区域 

ひらめ第 469 加入区 区第 445 号漁業権の漁場の区域のうち、点イＢを結ぶ線の中間点を

点ｃとし（以下同じ。）、点ｃから真方位 180 度00分への方向線と

喜兵衛島北岸の最大高潮時海岸線との交差点を点ｄとし（以下同じ 

。）、イｃ、ｃｄ、の２直線と点ｄから点イまでの最大高潮時海岸

線に囲まれた区域 

ひらめ第 470 加入区 区第 445 号漁業権の漁場の区域のうち、Ｂｃ、ｃｄの２直線と点ｄ

から点 B までの最大高潮時海岸線に囲まれた区域 

ひらめ第 471 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域 

小割り式１年魚すずき養殖業 

加入区の名称 区              域 

１年魚すずき第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 142 加入区 区第 410 号漁業権の漁場の区域及び区第 411 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 172 加入区 区第 417 号漁業権の漁場の区域、区第 419 号漁業権の漁場の区域、

区第 418 号漁業権の漁場の区域及び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 221 加入区 区第 415 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 222 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線上点ロから
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点イの方向へ2 6 0メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、

1 2 5メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線 

上点ハから点ニの方向へ2 6 0メートルのところを点ｃとし（以下同

じ。）、1 1 5メートルのところを点ｄとし（以下同じ。）、ａｃ、 

ｃニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた区域 

１年魚すずき第 252 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、ハｄ、ｄｂ、ｂロ、ロハの

４直線に囲まれた区域 

１年魚すずき第 253 加入区 区第 421 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 443 加入区 区第 440 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 444 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 451 加入区 区第 444 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 453 加入区 区第 438 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 454 加入区 区第 443 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 456 加入区 区第 442 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 457 加入区 区第 437 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 458 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 460 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 462 加入区 区第 446 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 467 加入区 区第 445 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 500 加入区 区第 436 号漁業権の漁場の区域 

１年魚すずき第 665 加入区 区第 435 号漁業権の漁場の区域 

小割り式２年魚すずき養殖業 

加入区の名称 区              域 

２年魚すずき第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 142 加入区 区第 410 号漁業権の漁場の区域及び区第 411 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 172 加入区 区第 417 号漁業権の漁場の区域、区第 419 号漁業権の漁場の区域、

区第 418 号漁業権の漁場の区域及び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 221 加入区 区第 415 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 222 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線上点ロから

点イの方向へ2 6 0メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、

1 2 5メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線 

上点ハから点ニの方向へ2 6 0メートルのところを点ｃとし（以下同

じ。）、1 1 5メートルのところを点ｄとし（以下同じ。）、ａｃ、 

ｃニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた区域 

２年魚すずき第 252 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、ハｄ、ｄｂ、ｂロ、ロハの

４直線に囲まれた区域 

２年魚すずき第 253 加入区 区第 421 号漁業権の漁場の区域 
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２年魚すずき第 443 加入区 区第 440 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 444 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 451 加入区 区第 444 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 453 加入区 区第 438 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 454 加入区 区第 443 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 456 加入区 区第 442 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 457 加入区 区第 437 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 458 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 460 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 462 加入区 区第 446 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 467 加入区 区第 445 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 500 加入区 区第 436 号漁業権の漁場の区域 

２年魚すずき第 665 加入区 区第 435 号漁業権の漁場の区域 

小割り式３年魚すずき養殖業 

加入区の名称 区              域 

３年魚すずき第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 142 加入区 区第 410 号漁業権の漁場の区域及び区第 411 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 172 加入区 区第 417 号漁業権の漁場の区域、区第 419 号漁業権の漁場の区域、

区第 418 号漁業権の漁場の区域及び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 221 加入区 区第 415 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 222 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線上点ロから

点イの方向へ2 6 0メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、

1 2 5メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線 

上点ハから点ニの方向へ2 6 0メートルのところを点ｃとし（以下同

じ。）、1 1 5メートルのところを点ｄとし（以下同じ。）、ａｃ、 

ｃニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた区域 

３年魚すずき第 252 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、ハｄ、ｄｂ、ｂロ、ロハの

４直線に囲まれた区域 

３年魚すずき第 253 加入区 区第 421 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 443 加入区 区第 440 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 444 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 451 加入区 区第 444 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 453 加入区 区第 438 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 454 加入区 区第 443 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 456 加入区 区第 442 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 457 加入区 区第 437 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 458 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 
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３年魚すずき第 460 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 462 加入区 区第 446 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 467 加入区 区第 445 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 500 加入区 区第 436 号漁業権の漁場の区域 

３年魚すずき第 665 加入区 区第 435 号漁業権の漁場の区域 

小割り式２年魚ひらまさ養殖業 

加入区の名称 区              域 

２年魚ひらまさ第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 141 加入区 区第 409 号漁業権の漁場の区域及び区第 410 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 176 加入区 区第 416 号漁業権の漁場の区域、区第 419 号漁業権の漁場の区域及

び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 222 加入区 区第 411 号漁業権の漁場の区域、区第 412 号漁業権の漁場の区域の

うち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5 メートルのとこ

ろを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中間点から点ハの

方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ロハ、ハ

ｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第 413 号漁業権の漁場

の区域のうち、点ハニを結ぶ線の中間点から点ハの方向へ 5 メート

ルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ロイを結ぶ線の中間点か

ら点イの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ニ

イ、イｂ、ｂａ、ａニの４直線に囲まれた区域、区第 414 号漁業権

の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5

メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中

間点から点ハの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同

じ。）、ロハ、ハｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第

415 号漁業権の漁場の区域及び区第 423 号漁業権の漁場の区域のう

ち、点ホイを結ぶ線の中間点を点ａとし（以下同じ。）、点ヘニを

結ぶ線の中間点を点ｂとし（以下同じ。）ヘｂ、ｂａ、ａホ、ホヘ

の４直線に囲まれた区域 

２年魚ひらまさ第 252 加入区 区第 412 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの

４直線に囲まれた区域、区第 413 号漁業権の漁場の区域のうち、ａ

ｂ、ｂロ、ロハ、ハａの４直線に囲まれた区域、区第 414 号漁業権

の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた

区域及び区第 423 号漁業権の漁場の区域のうち、ｂニ、ニイ、イ

ａ、ａｂの４直線に囲まれた区域 

２年魚ひらまさ第 285 加入区 区第 424 号漁業権の漁場の区域、区第 425 号漁業権の漁場の区域、 

区第 426 号漁業権の漁場の区域、区第 427 号漁業権の漁場の区域、

区第 432 号漁業権の漁場の区域及び区第 430 号漁業権の漁場の区域 
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２年魚ひらまさ第 443 加入区 区第 440 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 444 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 451 加入区 区第 444 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 453 加入区 区第 438 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 454 加入区 区第 443 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 456 加入区 区第 442 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 457 加入区 区第 437 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 458 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 460 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 462 加入区 区第 446 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 500 加入区 区第 436 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 665 加入区 区第 435 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 723 加入区 区第 456 号漁業権の漁場の区域 

２年魚ひらまさ第 766 加入区 区第 461 号漁業権の漁場の区域 

小割り式３年魚ひらまさ養殖業 

加入区の名称 区              域 

３年魚ひらまさ第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 141 加入区 区第 409 号漁業権の漁場の区域及び区第 410 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 176 加入区 区第 416 号漁業権の漁場の区域、区第 419 号漁業権の漁場の区域及

び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 222 加入区 区第 411 号漁業権の漁場の区域、区第 412 号漁業権の漁場の区域の

うち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5 メートルのとこ

ろを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中間点から点ハの

方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ロハ、ハ

ｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第 413 号漁業権の漁場

の区域のうち、点ハニを結ぶ線の中間点から点ハの方向へ 5 メート

ルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ロイを結ぶ線の中間点か

ら点イの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、ニ

イ、イｂ、ｂａ、ａニの４直線に囲まれた区域、区第 414 号漁業権

の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点から点イの方向へ 5

メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中

間点から点ハの方向へ 5 メートルのところを点ｂとし（以下同

じ。）、ロハ、ハｂ、ｂａ、ａロの４直線に囲まれた区域、区第

415 号漁業権の漁場の区域及び区第 423 号漁業権の漁場の区域のう

ち、点ホイを結ぶ線の中間点を点ａとし（以下同じ。）、点ヘニを

結ぶ線の中間点を点ｂとし（以下同じ。）ヘｂ、ｂａ、ａホ、ホヘ

の４直線に囲まれた区域 
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３年魚ひらまさ第 252 加入区 区第 412 号漁業権の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの

４直線に囲まれた区域、区第 413 号漁業権の漁場の区域のうち、ａ

ｂ、ｂロ、ロハ、ハａの４直線に囲まれた区域、区第 414 号漁業権

の漁場の区域のうち、ａｂ、ｂニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた

区域及び区第 423 号漁業権の漁場の区域のうち、ｂニ、ニイ、イ

ａ、ａｂの４直線に囲まれた区域 

３年魚ひらまさ第 285 加入区 区第 424 号漁業権の漁場の区域、区第 425 号漁業権の漁場の区域、 

区第 426 号漁業権の漁場の区域、区第 427 号漁業権の漁場の区域、

区第 432 号漁業権の漁場の区域及び区第 430 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 443 加入区 区第 440 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 444 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 451 加入区 区第 444 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 453 加入区 区第 438 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 454 加入区 区第 443 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 456 加入区 区第 442 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 457 加入区 区第 437 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 458 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 460 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 462 加入区 区第 446 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 500 加入区 区第 436 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 665 加入区 区第 435 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 723 加入区 区第 456 号漁業権の漁場の区域 

３年魚ひらまさ第 766 加入区 区第 461 号漁業権の漁場の区域 

小割り式まあじ養殖業 

加入区の名称 区              域 

まあじ第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

まあじ第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

まあじ第 142 加入区 区第 410 号漁業権の漁場の区域及び区第 411 号漁業権の漁場の区域 

まあじ第 171 加入区 区第 417 号漁業権の漁場の区域、区第 419 号漁業権の漁場の区域、

区第 418 号漁業権の漁場の区域及び区第 420 号漁業権の漁場の区域 

まあじ第 221 加入区 区第 415 号漁業権の漁場の区域 

まあじ第 222 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線上点ロから

点イの方向へ2 6 0メートルのところを点ａとし（以下同じ。）、

1 2 5メートルのところを点ｂとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線 

上点ハから点ニの方向へ2 6 0メートルのところを点ｃとし（以下同

じ。）、1 1 5メートルのところを点ｄとし（以下同じ。）、ａｃ、 

ｃニ、ニイ、イａの４直線に囲まれた区域 

まあじ第 252 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、ハｄ、ｄｂ、ｂロ、ロハの
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４直線に囲まれた区域 

まあじ第 253 加入区 区第 421 号漁業権の漁場の区域 

小割り式１年魚しまあじ養殖業 

加入区の名称 区              域 

１年魚しまあじ第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区

域 

１年魚しまあじ第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

１年魚しまあじ第 333 加入区 区第 430 号漁業権の漁場の区域 

１年魚しまあじ第 444 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

１年魚しまあじ第 458 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 

小割り式２年魚しまあじ養殖業 

加入区の名称 区              域 

２年魚しまあじ第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区

域 

２年魚しまあじ第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

２年魚しまあじ第 333 加入区 区第 430 号漁業権の漁場の区域 

２年魚しまあじ第 444 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

２年魚しまあじ第 458 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 

小割り式３年魚しまあじ養殖業 

加入区の名称 区              域 

３年魚しまあじ第 1 加入区 

区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区

域 

３年魚しまあじ第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

３年魚しまあじ第 444 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

３年魚しまあじ第 458 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 

小割り式まさば養殖業 

加入区の名称 区              域 

まさば第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域 

小割り式２年魚めばる養殖業 

加入区の名称 区              域 

２年魚めばる第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

２年魚めばる第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

２年魚めばる第 171 加入区 区第 417 号漁業権の漁場の区域 

２年魚めばる第 174 加入区 区第 418 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点を

点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中間点を点ｂとし（以
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下同じ。）、ａロ、ロハ、ハｂ、ｂａの４直線に囲まれた区域 

２年魚めばる第 175 加入区 区第 418 号漁業権の漁場の区域のうち、ａイ、イニ、ニｂ、ｂａの

４直線に囲まれた区域 

２年魚めばる第 252 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線上点ロから

イの方向へ 125 メートルのところを点ａとし、点ニハを結ぶ線上点

ハから点ニの方向へ 115 メートルのところを点ｂとし、ハｂ、ｂ

ａ、ａロ、ロハの４直線に囲まれた区域 

２年魚めばる第 253 加入区 区第 421 号漁業権の漁場の区域 

小割り式３年魚めばる養殖業 

加入区の名称 区              域 

３年魚めばる第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

３年魚めばる第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

３年魚めばる第 171 加入区 区第 417 号漁業権の漁場の区域 

３年魚めばる第 174 加入区 区第 418 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点を

点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中間点を点ｂとし（以

下同じ。）、ａロ、ロハ、ハｂ、ｂａの４直線に囲まれた区域 

３年魚めばる第 175 加入区 区第 418 号漁業権の漁場の区域のうち、ａイ、イニ、ニｂ、ｂａの

４直線に囲まれた区域 

３年魚めばる第 252 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線上点ロから

イの方向へ 125 メートルのところを点ａとし、点ニハを結ぶ線上点

ハから点ニの方向へ 115 メートルのところを点ｂとし、ハｂ、ｂ

ａ、ａロ、ロハの４直線に囲まれた区域 

３年魚めばる第 253 加入区 区第 421 号漁業権の漁場の区域 

小割り式４年魚めばる養殖業 

加入区の名称 区              域 

４年魚めばる第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

４年魚めばる第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

４年魚めばる第 171 加入区 区第 417 号漁業権の漁場の区域 

４年魚めばる第 174 加入区 区第 418 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線の中間点を

点ａとし（以下同じ。）、点ニハを結ぶ線の中間点を点ｂとし（以

下同じ。）、ａロ、ロハ、ハｂ、ｂａの４直線に囲まれた区域 

４年魚めばる第 175 加入区 区第 418 号漁業権の漁場の区域のうち、ａイ、イニ、ニｂ、ｂａの

４直線に囲まれた区域 

４年魚めばる第 252 加入区 区第 422 号漁業権の漁場の区域のうち、点イロを結ぶ線上点ロから

イの方向へ 125 メートルのところを点ａとし、点ニハを結ぶ線上点

ハから点ニの方向へ 115 メートルのところを点ｂとし、ハｂ、ｂ

ａ、ａロ、ロハの４直線に囲まれた区域 
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４年魚めばる第 253 加入区 区第 421 号漁業権の漁場の区域 

小割り式さけ・ます養殖業 

加入区の名称 区              域 

さけ・ます第 1 加入区 区第 401 号漁業権の漁場の区域、区第 402 号漁業権の漁場の区域、 

区第 403 号漁業権の漁場の区域及び区第 404 号漁業権の漁場の区域 

さけ・ます第 3 加入区 区第 405 号漁業権の漁場の区域 

さけ・ます第 176 加入区 区第 417 号漁業権の漁場の区域及び区第 418 号漁業権の漁場の区域 

さけ・ます第 287 加入区 区第 428 号漁業権の漁場の区域 

さけ・ます第 444 加入区 区第 439 号漁業権の漁場の区域 

さけ・ます第 458 加入区 区第 441 号漁業権の漁場の区域 

さけ・ます第 460 加入区 区第 447 号漁業権の漁場の区域 

さけ・ます第 467 加入区 区第 445 号漁業権の漁場の区域 

さけ・ます第 712 加入区 区第 453 号漁業権の漁場の区域及び区第 452 号漁業権の漁場の区

域 

さけ・ます第 714 加入区 区第 454 号漁業権の漁場の区域 

さけ・ます第 720 加入区 区第 457 号漁業権の漁場の区域 

さけ・ます第 721 加入区 区第 458 号漁業権の漁場の区域 

さけ・ます第 722 加入区 区第 459 号漁業権の漁場の区域 

 


